
【表紙】
 

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年６月17日

【会社名】 日本山村硝子株式会社

【英訳名】 Nihon Yamamura Glass Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員　　山村　幸治

【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市西向島町15番１

【電話番号】 （０６）４３００－６０００（代表）

【事務連絡者氏名】 経理部長　　佐貫　正義

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿６丁目14番１号　新宿グリーンタワービル20階

（東京本社）

【電話番号】 （０３）３３４９－７２００（代表）

【事務連絡者氏名】 総務部長　　三室　達矢

【縦覧に供する場所】 日本山村硝子株式会社　東京本社

（東京都新宿区西新宿６丁目14番１号　新宿グリーンタワービル20階）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

日本山村硝子株式会社(E01126)

臨時報告書

1/2



１【提出理由】

　当社は2022年６月14日開催の取締役会において、当社の特定子会社の異動に係る決議をいたしましたので、金融商品

取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を

提出するものであります。

 

２【報告内容】

（1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①　名称　　　　　　台灣山村光學股份有限公司

②　住所　　　　　　台湾 30352 新竹縣湖口郷新竹工業區文化路６號

③　代表者の氏名　　董事長　田口 智之

④　資本金　　　　　400百万台湾ドル（1,521百万円）

⑤　事業の内容　　　光通信市場向け非球面レンズ製品の生産および販売

 

（2）当該異動の前後における当社の所有に係る特定子会社の議決権の数及び特定子会社の総株主等の議決権に対する割

合

①　当社の所有に係る特定子会社の議決権の数

異動前　28,000,000個

異動後　－

②　総株主等の議決権に対する割合

異動前　70％

異動後　－

 

（3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

2022年６月14日開催の取締役会において、当該特定子会社の清算を決議いたしました。当該清算に伴い、同社

は当社の特定子会社に該当しないこととなる見込みです。

②　異動の年月日

現地の法令等に従い、必要な手続きが完了次第、清算結了となる予定であります。

 

以　上
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